
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年度国民健康保険事業の運営について 

（答申案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

資料１ 
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答 申 

 

 平成３０年度の国民健康保険制度改革施行から７年が経過する中、国民健康保険制度は、

国民皆保険制度を支える公的医療保険制度として、今後も安定的な財政運営や効率的な事業

運営を継続していくことが必要である。 

一方で、国民健康保険制度を取り巻く状況は、刻一刻と変化しており、団塊の世代の後期

高齢者医療制度への移行による加入者の減少や医療の高度化などにより、被保険者一人当た

りの医療費は上昇していることに加え、物価高騰や自然災害、感染症の感染拡大など、外的

要因によるリスクも増加しており、保険者には慎重な事業運営が求められる状況である。 

こうした状況を踏まえ、本協議会は令和７年度宇治市国民健康保険事業の運営についての

諮問に対し、要望事項を付して次のように答申する。 

なお、要望事項については、実現に向けて最大限努力されるとともに、施策の実施にあた

っては関係部署との連携を密接にし、被保険者はもとより市民全体の理解と協力を得るよう

求めるものである。 

 

 

令和７年度宇治市国民健康保険事業運営について 

 

（１） 制度改革以降、市の保険料率は、京都府が示す標準保険料率に基づき設定すること

を基本としてきた。 

令和７年度の事業運営における京都府が示した標準保険料率は、京都府において一

人当たり医療費の推計方法を精緻化されたことや、後期高齢者支援金分において宇治

市独自の抑制措置を講じてきたことなどにより、介護納付金分を合わせた全体の改定

率は、５．６３％となっている。 

また、国民健康保険財政調整基金については、令和６年度末残高が約４．５億円の

見込みとなっており、基金額の目安としている当該年度保険料の１期分相当（約３億

円）に近づいている。 

一方で、国においては、少子化対策の抜本的強化に当たり、令和８年度から、医療

保険の保険料とあわせて子ども・子育て支援金が徴収されることにも留意が必要であ

る。 

 

そのような中、令和７年度の事業運営における国民健康保険料については、国保財

政を安定化し、持続可能な医療制度を実現するという制度改革の趣旨を踏まえ、以下

のとおり京都府が示した標準保険料率に設定することが妥当であると考える。 

 

また、賦課限度額については、国政令基準における変更に基づき設定することが妥

当であると考える。 

 

国民健康保険制度における、医療の高度化や被保険者数の減少、高齢化などの構造

的要因による一人当たり医療費の増加への対策、ひいては保険料負担の軽減につなげ

る対策が必要となっており、医療費の適正化や令和６年３月に策定された宇治市国民

健康保険保健事業実施計画・第４期特定健康診査等実施計画に基づいた効果的、効率

的な保健事業の推進・充実に積極的に取り組まれたい。 



 

2 

 

 

今後、医療や公的医療保険制度を取り巻く環境は、大きく変化していくことが予想

されるが、市は、引き続き医療費の伸び、被保険者数の変動及び今後の国・京都府の

動向等について慎重に見定め、安定した財政運営に努められたい。 

 

令和７年度宇治市国民健康保険料 

 

 

（２） 国民健康保険事業財政調整基金は、これまでから厳しい運営の中においても、保険

給付費を基準として積み立てを行い、その保有規模については、保険料を基準にするも

のとしているところである。今後も、基金の設置目的である健全な財政の維持及び保健

事業の振興に資するため、将来の基金残高に留意しながら活用されたい。 

 

 

（３） 被保険者の健康保持・増進に資する保健事業に積極的に取り組む保険者を財政的に

支援する仕組みである保険者努力支援制度を積極的に活用するなど、歳入の確保に一

層努められたい。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

所 得 割 率 
１０．１８％ 

（現行８．９４％） 

３．０７％ 

（現行３．０７％） 

２．７４％ 

（現行２．９３％） 

均 等 割 額 
３７，４００円 

（現行３１，３００円） 

１１，１００円 

（現行１０，５００円） 

１１，６００円 

（現行１２，２００円） 

平 等 割 額 
２３，５００円 

（現行２０，５００円） 

６，９００円 

（現行６，８００円） 

５，７００円 

（現行６，０００円） 

賦課限度額 
６６万円 

（現行６５万円） 

２６万円 

（現行２４万円） 

１７万円 

（現行１７万円） 
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要 望 事 項 

１ 保険料収納率向上及び保険給付の適正化について 

保険料収入の確保は、国民健康保険財政の安定化、被保険者間の公平性の観点からも重要

である。保険料の納期内納付が見込まれる口座振替の利用を推進するとともに、より納付し

やすい環境を整備することで収納率の向上に努められたい。 

なお、未納保険料については、京都地方税機構と市が連携し、引き続き公平公正な徴収業

務と歳入確保に努められるとともに、特段の事情により保険料の支払いが困難な被保険者に

対しては、保険料減免制度等の案内を行うなど引き続き丁寧な対応に努められたい。 

また、保険給付は保険制度の基本であることから、その給付内容について専門的な視点を

持って十分に点検し、適正かつ確実に実施されたい。 

２ 保健事業の充実について 

 被保険者の健康を保持・増進し、ＱＯＬの維持・向上を図ることは、健康寿命の延伸、結果

として、適正な医療受診を推進することにつながる。 

そのため、被保険者への特定健康診査や人間ドック等のより効果的な広報による周知強化

に加えて、未受診理由等の分析を継続的に行い、さらなる受診率の向上について取り組むと

ともに、保健指導の充実にも引き続き努められたい。 

また、死亡割合の高い「がん（悪性新生物）」については、各種がん検診の受診率向上を図

ることでがんの早期発見に努めるとともに、がんを積極的に予防するよう、若い世代からの

普及啓発も含めて周知・広報等を強化されたい。 

 とりわけ被保険者のＱＯＬを著しく低下させる「人工透析」については、医師会や京都府

等関係機関との適切な連携のもと、主原因である糖尿病性腎症等の重症化予防の更なる推進

とともに、後期高齢者移行後も支援が継続されるよう、庁内関係部署との連携に努めていた

だきたい。 

 後発医薬品等への対応についても、適正な医療受診について、関係機関や関係部署との協

力・連携のもと、先進事例の研究と合わせて、多様な取り組みを通じた健康づくりを展開さ

れたい。 

こうした今後の保健事業の充実に向けては、より一層の推進に努められたい。 

３ 被保険者への普及啓発について 

国民健康保険事業は、被保険者資格の適正管理をはじめ、事業における財政状況や医療費

の動向の把握、保険料の賦課・徴収、保健事業、被保険者自らの健康管理と適正な医療受診

への啓発など多岐にわたっており、その意義や取り組みについて、被保険者はもとより広く

市民に理解と協力を求める必要がある。 

「市政だより」や「ホームページ」のみならず、あらゆる周知・啓発手段を用いてより多く

の方にわかりやすい広報活動を実施されたい。 

４ 健全な財政運営について 

今後も多額の保険給付が見込まれる中、子ども・子育て支援金制度の創設など、国民健康

保険事業がより一層厳しい状況に直面することが予想されることから、国や京都府に対して

さらなる国民健康保険財政基盤の強化を要望されたい。また、子育て世帯の負担軽減を図る

ため、子どもにかかる均等割保険料の軽減措置について、対象年齢や軽減割合の拡大、必要

となる財政支援を強く要望されたい。 

京都府が検討されている府内国民健康保険料の統一化に向けては、市町村の意見を十分聴

取のうえ対応されるよう、京都府に対し要望されたい。 


